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邑

縄

癬

論

叢

第
九
審

第
五
號

羅

第
五
+
三
臆
)

火

皿

八

年
十

一
月

独

行

磯
喜雨

"兄沓
口

一

'
.

、

■

特

別

課

徴

の
、謀

叛

の

決

定

棘

戸

正

雄

緒
}

冒

二

本
研
究

の
目
的
二
説
述
の
順
序

)

コ

ラ

コ

ラ

　

第

[
段

特
別

課
徴
課
網
決
定
の
理
論
上
の
考
察

(
一
費
用
及
利
益

の
内
府
A
費
用

い
夫
の
施
設
の
全
費
用
ろ
企
費
用
中

↓
定
部
費
田
川の
指
定
B

　

エ

ラ

ユ

ラ

利
益

い
實
際
的
利
器
ろ
推
定
的
利
益
二
費
用
及
利
爺
の
連
絡
A
賦
課
全
額

の
最
高
限
B
各
箇

の
賦
課
額
∀

(

(

(

〔

{

第

二
義

特
恥

課
徴
課
領

決
定
の
賢
際
上
の
憲
用

(
一
避
路
の
建

設
放
置
張
費
A
實
際
的
利
益

に
依

る
場
合

い
利
益
の
合
計
が
指
定
費
用
奄
超
過

(

(
.

〔

う

　

ゴ

す

る
場
台

ろ
利
益
の
合
計
が
指
定
費
用
叉
に
其
以
的
な
ろ
場
合
13
推
皇
的
利
益
に
依

ろ
場
合

二
嵩
路

の
維
持
叉
ば
修
繕
愛

》

(

(

(

緒

一
口

私

は
前

論
交

に
於

い
て
、
蒋

別
課
徴

の
本
質

を
説

き
、
其
特
徴

を
列
翠

し
て

、
其
中

で
、
之

が
課
額

の
事
に
説

き
及
ん
だ
。
即

ち
其

が
曳

く

る
所

の
利
益

に
慮

じ
て

配
當
せ
ら
れ

、
其

利
益

の
贋
値

を
超

え
参

、
且

つ
利
益

に
比

論

観
.

時
期
課
徴
の
.課
額
の
決
定

ヒ

第
九
巻

〔第
五
號

一
)

六
=
土

留
1■

.

＼

、



「陣

論

説

特
別
課
徴
の
課
額
の
決
定

鋳
九
巻

(第
五
號

二
)

六
.=
ハ

例
的

な

る
こ
ε
を
要

し
、
並

に
其
総
額

が
當
該

施
設

の
費
用

の

一
部

を
充

た
す

こ
ご
を
要

す

る
事

を
誘

い
允
。

つ

ま
b
費
用

を
斟
酌

ず

る
所

の
利
益

を
側

て
之
を

定
む

べ
き
も

の
ε

い
ふ

の
で
あ

る
。
私

は
帥

ち
斯

の
如
く

に
特

別

.

課
徴

の
課
額

を
定
む

る
こ
ε
を

至
當

ご
労

ふ
る
者

で
あ

る
が

、
今
此

に
之

に
つ

い
て
若

干
立
入

つ
た

る
考

究
を
試

み
て
、
之
を
採

用

し
實
施

す

る
上

に
於

て
擦

る

べ
き

の
或
も

の
を
提
供

し

庖
う

ε
思

ふ
。

私

は
此
問
題

を
解
決

す
る
爲

め
に
、
先

づ
之

が
理
論
上
の
考
察
を
試

み
、
次

ぎ
に
其
實
際

上
の
患
用

に
及
ば

う

ご
思
ふ
。

、

第

一
段

特
別
課
徴
課
額
決
定
の
理
論
上
の
考
察

特
別
課
徴
の
課
額
が
費
用
に
條
件
さ
れ
た
る
利
盆
で
あ
る
こ
ご
前
論
交
に
い
ふ
如

く
で
あ
る
`
す
れ
ば
、
借
然

ら
ば
其
の
内
容
が
如
何
な
る
も
の
で
あ

る
か
を
突
込
ん
で
考
.察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
先
づ
之
を
利
益
費

用
・の
各
箇

に
就
き
て
考
え
.
次
ぎ
に
其
封
照
連
結
を
試
み
や
う
と
思

ふ
。

ラ一
費
用
及
利
益
の
内
容

一
)A

費
用
.

.

(
)い

夫
の
施
設
の
全
嚢
用

一

が
幾
許
で
あ
る
か
は
、
全
く
客
親
臨
の
も
の
で
、
精
密
に
定
む

る
こ
と
が
出
來

(
.

る
。
或
道
路
な
れ
ば
其
道
踏
を
建
設
し
た
る
費
用
、
其
を
維
持
す
る
の
費
用
、
何
れ
に
し
て
も
餓
程
精
密
に
調

べ

3



げ
「
.
.
.

上

げ
る
事
が
出
來

る
。
勿
論
其

れ
に
金
銭

以
外

の
も

の
が
這
入

り
得

る
。
特

に
田
舎

の
場

合
の
如

き
に
ほ

人
的
勤

務

に
て
提
供

さ
れ
た

る
も
の
が
あ
η
得

る
。
併

し
此

場

合

に
も

ん

ぺ
て
其
時

其
庭

の
入

の
動
勢

に
封

ず

る
報
酬
を

標

準

と
し
て
、
彼
を
貨
幣
贋
値

に
見

積

っ
て
計
算

†

る
こ
ビ
を
得

る
。

で
真

金
費

用
だ
け
は
清
密

に
計
銘

す

る
こ

ε
が
出
來

る
。

うろ
至
費
用
中

一
定
部
費
用

の
指
定

ー
ー
庭

が
特

別
課
徴
課

額

の
標
準

こ
し
て

の
費
用

は
、
夫

の
施

設

の
全
盛

(

用

で
は

な
く

て
、
其

一
定
部

の
も
の
に
過

ぎ
訟
。全
費

用

を
之

に
依

っ
て
取

る
べ
き

で
は
な
く

て
、
輩

に
其

一
定
部

の
み
を
取

る

べ
き
も

の
で
あ

る
【註

】
)。
唯

だ
共

分
配

の
割

合
を
定

む
る
こ

ε
が
⊥
ハ
つ
か
ル

い
。
真

塗
費
用

の
中
、

幾

許
が
人
民

全
艦

に
共
蓮
的

な

る
利
益

を
與

ふ
る
こ

ぜ
に

な
る
か

、
幾

許

が
特
定
箇

人

に
特
段

な
る
利
益

を
興

ふ

る
こ
ご
に
な

る
か

ε

い
ふ
事

は
精

密
に
指
示

す
る

の
は
難

い
。
即

ち
全
艦

ご
干
係
者

ど

の
問

の
分
配

が
困
難

で
あ

る
が
、
此

に
つ
き

て
は

　
々
各
箇

の
場

合

に
就

き
見

る
べ
き
も

の
で
あ
り
、
文
典

に
依

り
異

る

べ
き
も

の
で
あ

っ

て
、

一
概

に
凡

べ
て
に
共

通
な

る
標
準

を
與

ふ

る
こ

ε
は
出
來
な

い
〔註
三

。
が
優
り

に
最
多

く
問

題

ε
な

る

べ
き

道
路

を
探

っ
て
見

る
ご
、
麦
酒
頻
繁

な

る
都
市

の
大

道
に
關
す

る
費
用

の
如

き
は
、
而
側

の
地
主

戸家

主
、
瞥
業

者

)
に
利
益

を
與

ふ
る
ご

ざ
も
あ

る
が
、

一
般
人
民

の
之

に
依

り
利
益

を
受

く

る
所

も
亦

父
少
く

な

い
。
然

る
に

田
舎

の
農
耕
地

を
貫

く
小
路

の
如

き
は
、

一
般
人
民

の
利
益

を
受

く
る
こ
{
少

く
し

て
、
殆
ん

ご
全
く
其
両
側

の

地
主

(農
耕
者

)
の
利
益

こ
な

る
。
斯

く
て
上
掲

の
二

の
極
端
.な
る
例

の
問

に
分
配
割

合

の
異

る

べ
き
こ

ご
は

い
ひ

特
別
課
徴
の
課
額
の
決
定

第
九
巻

(第
五
號
.

三
)

六
一
.七

輪

?

暫心
し



隔

論

説

特
別
課
徴
の
繰
額
の
決
定

第
九
巻

(第
五
號

四
)

六

一八

得

る
が
、
其

ろ
数

字
的

に
精
密

に
炎
は
す

こ
と
は

事
の
性

質
上
難

い
。
併

し
第

[
の
場
合

に
は

一
般
公
共

の
愛

る

利
益

も
明
か

に
太

い
し
、
關
係
地
片

の
.地

主

の
利
益

も

明
か

に
太

い
か
ら
、
.全
農
用

を
折

半
す

る
位

に
定

む
る
の

が
穏
當

ε
思

は
る

、
。
而

し

て
第

二
の
.場
.合

に
は
關
係

地
主

の
利
益

が
莫
大

で
、
公
共

一
般

の
憂

く
る
利
益
微
小

ピ
い
ふ
以

上
は
、
前
者
九

、
後
者

一
位

の
割

合
を
以

て
分

配
す

る
の
外

な
か
ら
う
。
其

れ

で
普

通
は
右

の
十

分

の

.

五
よ

り
十

分
九

の
間
.に
て
然

る

べ
き
割
合
を
定

め
て
幽
係
地
主

に
配
賞

す

べ
き
も

の
ε
な

る
。
唯

だ
此

に
例
外

を

成

す

の
が
二

つ
あ

る
。

一
は
}圃
測
地

+エ
の
受

く

る
利
益

の
殆

ε

い
ふ
に
足
ら

楓
程
…の
も

の
で
、
例
之
、
貨
物
停
宙
†

場
に
認
る
其
附
近

の
露

の
如
き
で
あ

熱

此
は
英
語

の
費
用

の
大
部
分
を
公
共
に
て
負
憺
し
、
そ
し
て
關
係

地

主

は
極

め
て
僅

か
、
例

之

、
十

分

【
位
を
負
推

す
れ

ば
良

い
。
今

一
は
餓
り

に
幅

の
震

い
道
路

に
て
は
両
側
地

主

の
受

く
る
利
益

が
其
道
路

の
或
狭

き

一
定

の
庭

に

て

の
み
で

あ

る
こ

い
ふ
こ

ご
で
あ

る
。
尤

も
其
何

れ
位

に
及

ぶ
か
を
定

め
る
こ

と
は
六

つ
か

し
い
が
、
相

當

に
研

究

し
て
定

め
ら
れ

な
い
こ
ε
は

な
い
。
其

に
つ
き
先
例

も
あ

る
無

三
)。
只
私

の
考

で
は

一
定

の
關

係
者
に
及

ぶ

べ
き
幅

を

矯
め
て
、
其

分

の
襲

用
中

、
更

に
隼

分
ε

か
或

は
十

分

の
四

ε
か

い
ふ
も

の
を
両
側
地
主

に
負
撤

せ
し
む

べ
き

も

の
と
思

ふ
。

あ

も

へ

(註

一
)

ピ

リ

ン
ス
キ
に

・
分
指

金
ば
公

共

の
市

町
村

設
備

・し
勤

す

ろ

一
部
的
許

組
ハ
こ

い
ひ

、
ナ
τ

デ

ン
キ

ル

(
ン
も

、

一
.股

が
、
費

用
中

、
其

設

備

F
於

け

る
公
益

に
相

當
な

ろ
部

分

な
櫨

急
べ
き
も

の
ε

い
ひ
・
ネ

ル
フ

ロ
イ

ン
ド
も
全
襲

用

が

、
公
掘

の
馳

よ
り

地
方

團

醍
に

、
利

益

の
黙

よ

叫

地

主
叉

は
醤

業
者

に
分
配

で

べ
き

も

の

建

い
ふ
て
居

る
。

荷

屡

ナ

ー

デ

ン
キ

ル

ヘ
ン
は
字

義

の
鮎

よ
り

論

究
し

て

、
瞬
舞

「轟

ド
ー-

二
義

が

あ

み
。

一
は

一
定

の

人

々
が

一
緒

ト
据

ふ

こ
ご
で

、
之

ξ
り

い

へ
ば
夫

の
全
費
用

た

特
別

愛
益

者
が
措

ふ
べ

面

こ
ミ

に
な

ゐ
。

然

る
に
他

方

に
に

1)Odcnkirchen,Ihteres5elltenbeitr五ge.S、8L

'



〆

此

が
既

に
或

も

の
が
存

在

し

、
叉

ば
少
く

ピ
髭
既

に
義
務

あ
り

と
ぜ
ら

れ

た

ろ
利

害
關

係
者

よ
り

ぱ

、
他

の
労
研

仁
り

し

て
も
費

用

に
附

加

ぜ
ら

る

、
こ
ミ

な
鵬息
旅

す

ろ
こ
ε

が
出
來

、
此

購

よ
り

い

へ
ば

、

「
分

一μ
特
…刑
受
給

所
外

の
五貝
櫓

も

が
あ
曲り
得

ろ

こ
ぐ
」
、
な

ろ
。

故

に
純

姐
…た

ろ
罰

の

ガ

ダ

解
粋
上
よ
り
し
て
は
何

れ
こ
も
い

へ
な

い
こ
い
ふ
て
居
る
。

尤
も

ヘ
ッ
ケ
ル
、

シ
エ
フ

レ
ー
11
此
に
關

す
^
別
の
見
方
々
有

っ
て
居

ろ
。
即
ち

シ
エ
フ

レ
ー
に
、
手
鍛
料
ば
利
害
関
係
者
分
捨
金

と
に
次
の
鮎

に
て
異
ろ
。
其
に
手
鍛
料
が
公
益

に
於
け

る
圃
寒
行
爲
に
依
り
基

づ
け
ら
れ
て
、
公

に
組
織

さ
れ
た
る
私
益
の
共
同
の
享
樂

ド
依
り
基

け
ら
れ

な

い
.
、ご
「
於

て
で
あ
み
ミ
い
ひ
、

ヘ
ッ
ク
ル
は
官
臆

の
給
付

の
固
有
の
公
務
の
範

風
か
睡

る
み
こ
定
が
、
分
糟
金
ざ
手
数
料

ざ
の
間

の
原
則
上
の

萄

種
別
だ
理
由

つ
け

る
ピ
い
ふ
D

〔註

二
}

此
費
用

の
中
の
分
櫓

の
鮎

の
み
な
ら
ず

、
後

の
利
益
標
準

に
も
關
保
す
ろ
こ
ぐ」
で
あ

ろ
が
、
諸
學
者
に
、
特
別
郡
徴
額
に
っ
き

一
般
的

に

定
む

る
三

あ

.雑
音
こ
ピ
々
就
く
。
傍
之

、
ボ
ル
グ
ト
は
、賢
際

に
ほ
分
換
金

の
限
界
ば
必
ず
し
ち
+
分
な

ろ
精
密
に
て
確
定
ゼ
し

め
ず

ご
い
ひ
・

エ
ー

ベ
ル
ビ
も
、
斯
か
る
分
溜
金

の
高

さ
に
つ
碁
て

の

一
般
的
観

察
鮎
は
定
め
し
め
な

い
。
む
し
ろ
此
決
定

ば
場

合
々
々
に
依

ワ
て
生
す

べ
春

毛

の

の
で
あ

ろ
ご
い
ふ
所
で
あ

ろ
。

{註
=
じ

例
之
、
蹴
口綿
西

の

一
入
七
五
年

の
F
L
法
に
依
り
、
道
路

の
傍
側
土
地
所
有
者
が
建
設
聾
及
五
年
間
の
維
持
盤
毎
責

ふ
に

つ
吾
讃
路
の
幅

の
半
分
以
上
に
及
ぶ
こ

ε
な
得

な
い
。
逆
路
が
二
十
六
メ
ー

ト
ル
以
上

の
幅

な
ろ
肌
馴合
に
に
、
竜
路
の
†
三
メ
ー

ト
ル
以
上

に
つ
き
引
か
み
ろ
こ

嘉

得
な

い
姦

っ
て
居
輸
・

・

ラB
利
益

ー
ーい

實
際
射
利
盆
一

次
に
特
別
課
徴
額

に
は
利
益
が
標
準
に
な
る
が
、
其
利
益
は
本
家
、
主
槻
的

の
も
の
で

(

到
底

精
密

に
表
は

し
難

い
。

そ
し

て
人

々
が
或
施

設

に

つ
き
利

益
を
受

け

尭
b

と
し
て
認

む
る
も

の
は
随

分
多
様

で
あ
り
得

る
。
例

之
、
道
路

に

つ
い
て
も
之

に
よ

り
.自
己

の
土
地

の
慣

絡

の
騰
貴

の
み
な
ら
す

、
便

利

ピ
か

い
ふ

論

説

特
別
課
救
の
課
額
の
決
定

第
九
巻

〔第
五
號

王
)

六

一
九

2)
3,

4}
5)

Bilinski,DieGemeindehe5匙euerung.S.20.Qdenkirehen,a.a.0.S.74-75,7フ 、
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論

説

特
別
課
徴
の
黙
額
の
決
定

第
九
巻

(第
五
號

六
一

六
二
〇

こ
ご
、
誇

ご
か

い
ふ
こ

ご

の
如

き
も

の

が
認

め
ら

れ
得

る
。
併

し
其
筈

ま

で
も

一
切
計
算

す
る
こ

と
は
問

題

の
解

決

を
面
倒

に
†

る
。

到
底
精

密

に
計
算

さ
れ
得

な
い
。
矢

張
り
此
場
合

、
縄

湾
上

の
利
益

に
限

る
外

な

い
(註
四
}。

斯

く
て
客
観
的

に
定

め
ら

れ
得

る
も

の
に
標

準

を
求

む
る

の
外

な

い
。

共
は

道
路

の
場
合

に
は
地
償

の
騰
貴

す
る

度
合
を
見
積

り
て
之
を
得

る
こ
ご

に
な

る
(註
五
)。
此

見
積

も
亦

た
主
観
的

作
用

に
依
.る
こ
ε
に
な

る
け
れ
こ

も
、

数
多

の
委
員

が
評
定

す

る
こ
ご
に
な
れ
ば

.
矢
張

り
此

に
客
㎝観
的

の
根
櫨

を
得

る
こ
ご
に
な

る
り

(註
凶
}
此
特
別
課
徴
に
無
げ
る
利
鉦
な
、
初
め
£
り
経
済
上
の
利
益
こ
い
ふ
鳳
に
説
明
し
叉
ぱ
指
定
す
ろ
こ
こ
が
可
な
71
廉
く
行
は
る
、
露
で
も

あ

み
つ
例

之
(
普
國
の
地
方
課
徴
物
法
第
九
條

に
も
分
搬
金
な
以

て
、
一

施
設

に
よ
り

特
段
な
な
縄
濟
上
の
利
益
な
受

ろ
地
主
及
螢
業
者
よ
り

取

る
も
の

ぜ」
す

ろ
。

そ

し
て

學
者

に
げ」
「も

、
例

ナ
ー
ビ

ル

ン
バ
ウ

ム
に

、
此
分
携

金

}μ

【
幽疋
の
地

十
⊥及

誉
業

者

か

、
縄
γ濟

上

の
利
捕

か
長
く

る
設
借
問

の
爲

め

ド
一

脈

煙
ら

る
る
も

砕

巳

い
ひ

、
ラ

ン
ヅ

ベ
ル

グ
も

設

備
が

繕

乗

に
持

つ
所

の
特
段

な
ろ
螺
盤

上

の
利

益

伽
賠

償

す

る
し

の

こ

い
ひ
マ

.

オ
ー

デ

ン
ギ

ル

ヘ
ン
ば
其

高

さ
に
於
て

其

聡
付

の
経

済
的

似

値

に
從

っ
て
定

め
ら

れ

た

ろ
報
酬

ミ

い
ひ
、

エ
ー

ベ

ル
ヒ
に

、
斯

か

ろ
設
備

の
制

定

11
「

に
特
段

猛
ろ
物

質

的
利

益

為
興

ふ
ろ
。
随

ず、
此
人

存
が
特
別

給

付

に
引

か

ろ

る
海
得

る
ミ

い

ひ
、

ボ

ル
グ

ト
ば
此

分
搬
金

が
施
設

に
工
司

ゆ

て
生
す

ろ
醤
柴
又
ば
土
地
の
便
値
の
有
利
な
る
影
響

の
」早
薬
ミ
.し
て
現
に
れ
ろ
こ
い
ふ
。

(註
五

}

エ
ー
ア
ラ
ー
に
依
う
に
、
バ
ー

ゲ
ン
に
て
ば
、
市

町
村
設
備

か
.
定
限
界

内
に
於
げ
ろ

一
定
土
地
の
纏
綾
的
偵
値
上
騰
か
直
接
結
果
に
持

つ
だ
げ
で
は
、
分
搬
金

が
i
I
見
積
ら
れ

た
る
便
値
上
騰
の
高

さ
ま
で
聞
係
土
地

に
課
ぜ
ら
る
る
た
得

こ
い
び
、
ナ
ー

デ
ン
キ
ル
ヘ
ン
に
依
れ
ば

、

暫
間
剛
の

一
入
七
五
隼

の
保
安
林
及
森
林
組
伶
一ト
關
す
る
法
律

に
於
て
、
保
安
林
の
設
立
維
持

の
費
用

ば
、
所
有
者
が
其

土
地
の
之

に
依

っ
て
得
べ

、

η

き
触

渕
儒似
位
の
度
に
雁
…し
、
又
且
ハ　島
さ
ま
で
分
臠
す
べ
き
』
の
ピ
す
ろ
ミ
い
ふ
こ
ご
で
あ
、る
o

うろ
推
定
的
利
益
!

併
し
間
.々
質
際
に
於
て
は
古
い
ふ
如
き
客
観
的
利
益
の
決
定
が
困
難
で
あ
る
。
此
場
合

(

,

に
は
仕

方
が
な

い
。
推
定
的
利

益
〔註
六
)
の
標

準

を
求

め
る
の
得

な

い
。

例
之
、
土

地

の
間

口
(註
七
》。
面
積

{註
八
)

7e!「e,Stとtdtegrdnung.5Aufl,S.76.Birnbaum,DicgcmcindlichenSt-6)

eue1・5ys・ こemeinDeutschland,S.20.Lalldsberg,DieEntwicklungdesGe-

meindea/〕gabenwesens.(SchriftendesVerein,臼}rS∩zia.lpolitlk,Gemeinde一

台lla11乙e〔111・L)S.4.OdenkLrchen,a.a.0.S.7.Eheberg,a・a・0・S.[Q9・
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r
.
.

建

物

の
立
方

尺

証
九
)、
地
儂

(
法
定
叉

は
塒
債

)
証

一
9

、
賃
貸

償
椿

叉
は
牧
盆

〔註

一
ご
、
或
他

の
租
税

に
於
け

る

課

椀
標

準

(融

】
二
}、
距
離

の
湛
近

註
【
三
)
、
.導

(註
}
四
)を
探

る
こ

ご
に
な

る
。
此
等

は
勿
論
眞

の
利
益

ご
は
必

ず

し
も
符

合

し
な

い
、
随

ふ
て
多
少
不

公
準

と
い
ふ
こ

ビ
に
な

る
峡

黙

が
あ
る
。
け
れ

こ
も

取
扱
は
簡
軍

に
な
る
。

爾

ほ
右

の
中

「
特

に
距
離

の
遠
近

と
い
ふ
の
は
、
道

路

の
場
合

に
は

、
沿

港
な

ら
ざ
る
土
地

に
て
も
、
其

に
出

で

来

る

べ
き
小
道

に
沿

へ
る
土
地

の
、
大
道

の
開
か
れ

た

る
爲

め
に
便
利

ε
な
れ

る
こ
ε
に
依

る
債
値

の
増
加

を
見

る
こ

ε
に
な

る
が
、
此

利
益

は
、
其
大
道

の
改
頁

に

劃

し
て
は
間
接

の
利
益

で
あ

っ
て
、

一
般
人
民

が
之
を
逼

行

ず

る
に
依

て
受
る
利
益

ε
同
様

で
あ

る
か
ら

.
此

特

別
課
徴

に
て
は

む
し
ろ
沿
蓮

の
も

の
の
直
接

に
受

く
る
利
益

め

み
を
見

る
方

が
可

か
ら
う
ざ
思

ふ
(註

　
五
)。

(註
六
〕

ロ
ー
ズ
ゥ
ォ
ー
タ
}
に
特
別
課
徴
の
米
国
ド
於
げ
ろ
法
律
上
の
意
義
ピ
し
ば」

此
な
以
て
、
與
え
ら
れ
た
り
ご
推
定
ゼ
ら
る
ろ
特
段
な
る

利
讐

比
例
し

て
課
徴
ぜ
ら
う
ろ
も
の
・、
爲
し
、
バ
ろ
〒

プ
ル
に
舞

、
間
口
、
償
値
、
表
面
積

の
何

れ
も
が
仮
定
的
初
雀

(決
し
て
宜
現
ぜ

ら

ろ
べ
か
ら
ざ
^
利
益
V
の
標
準
で
あ
ろ
ピ

い
ひ
、
ナ
ー
デ
ン
キ
ル

ヘ
ン
に
、
夫
の
F
L
法
に
依

ろ
傍
地
所
有
の
流
路

ド
沼
え

ろ
長
さ
に
依
ろ
分

コ

櫓
金
な
以
て
、
此
利
益
が
此
法
律
に
て
は
反
封
識
明
な
許
す
こ
と
な
し
に
豫

め
推
定
ゼ
ら
ろ
ご
爲
崩
・

(轄

)

セ
・
グ
マ
・
繕

別
課
徴
2

鍵

乏

て
之
婁

ぐ
。
實
例
・・し
く
ザ
・
接

恐

気

七
秦

の
普
國
り
F
羨

に
依
り
議

の
建

設
及
五
需

の
維
持
聾
が
傍
地
の
所
薯

暴

露

に
濁
れ
た
ろ
境
界
線
の
長
さ
に
慮
じ
て
纂

ぜ
し
め
ら
み
る
…
」
妥

斐

ラ
ン
ヅ
ベ
歩

に
依

肌
ば

、
薄
國

に
は
下
水
費
の
爲

め
に
間
口
の
長
さ
に
よ
り
測
定

さ
札
た
る

「
回
的
資
本
分
捨

金
が
あ
り
、
(允

も
ナ

ー

デ
ン
キ

ル
へ
y
に
、
下

水
費
に
つ
誉
、

一
入
九
九

、

一
九
〇
六

年
の
行
激
裁
剣
所
の
判
決
に
て
、
許
ゴ
べ
き
も
の
こ
ぜ
ら
れ
た
ろ
建
物
の
間
口
々
標
準

ε
す
ろ
こ
ピ
に
相

婁

ら
ざ
る
が
如
し

・、
い
ふ
菱

・
i

デ
・
キ
ル
へ
・
撮

れ
ば
.
藷

の
縦
襲

に
つ
ミ

普
國

の
】
八
九
七
年
論

決
に
て
は
、
分
墾

は

論

説

黎
別
課
徴

の
際
額

の
決
定
.

第
九
巻

{第
五
號

・

七
)

六
二
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論

説

特
別

課
徴

の
線
額

の
決
氾

、

鰯
九
讐

(第
五
鵬

八
)

六
二
二

燕
が
利
鉦
の
割
合
に
相
徴

す
べ
告

ご
き
嬢

者
所
有
者
が
ー
ー

彼
の
土
地
に
接
す
る
道
路
線
に
翻
し
使
は

る
る
胃
け
な
分
櫓
ず
る
が
如
く
定
め
ら

.

9

ろ
べ
し
ε

い
ふ
ご
巴
で
あ

ろ
。

(註
八
)

セ
リ
グ

マ
y
ば
特
別
課
徴

り
標
準
ε
し
て
之
心
恥
ぐ
。

オ
ー
デ
ン
キ
ル

(
ン
の
考
に
て

に
、
下
水

「
つ
き
、
無
建
物
土
地

の
分
に
此
面
積

に
依

ろ
べ
者
で
あ
る
。
曰

く
、
此

が
土
地
所
有
者
の
利
益
に
、
土
地

の
排
水

の
便
に
存

し
、
其
利
益
に
小
な
ろ
無
建
物
土
地

に
は
大
な
ろ
其
よ
り

切

も
小

い
。
此
排
水
に
閣
保
す
る
土
地
の
大
さ
に
於
て
各
箇
の
利
猛

の
標
準
が
め
る
で
あ
ら
う
ξ
。

(註
洗

げ

ナ
ー

デ
ン
キ

ル
ヘ
ン
に
依

れ
ば
、
下
水
の
利
猛
に
建
物
附
土
地
に
あ

っ
て
は
、
む
し

ろ
建
物
の
大

さ
ト
締
す
べ
く
、
一

此
利
益
の
見
積

の

の
爲
め
に
相
當
な
ろ
標
準
に
建
物
の
立
方
積

に
於
て
兄
満
す
べ
き
も

の
で
め
ら
う

ご
。

(蓮

O
)

セ
リ
グ
マ
ン
ば
特
別
課
徴
の
標
箏

・
し
て

激

墾
ぐ
・
ナ
ー

デ
ン
キ
ル

ヘ
ン
に
依
れ
ば
韓
園

の

一
八
七
五
苦

保
安
林
及
森

林
組
合

に

聞
す
る
法
律
で
に
、
森
林

の
保
護

及
共
同
経
済
的
管
理
の
費
用
に
、
土
地
の
低
位
に
割
合

っ
て
分
配
さ
る
べ
し
ε
い
ふ
。
…

威
で
此
地
慣
に
依

る
も

の
に
往

々
に
し

て
地

租

の
附

加
税

心

取
り
得

る
。
例

之

ピ

ル

ン
バ
ウ

ム
障
依

る

ド
、
ア

ン
ハ
ル
ト
で

ば
分
権

金

が
當
該

土
地

に
か

＼
ろ
地

租

に
封
ず

ろ
附

加

税

の
形

に
て

叔
徴

牧

《
ら

る

ろ

か
得

る
ぜ

い
ふ
ゴ

ε
で
あ

ろ
し
、

ノ
イ

マ
γ
も

、
此

が
或

ば
直
接

税

の
爲

め

に
既

に
存

在

す

る
毫

帳

直

接
鞠
聯
し
て
、
此
書

附
加
撃

・し

て
徴
讐

ら
み
こ

い
ふ
て
居

る
が
、
其
に
眞
の
附
加
税
で
培

い
。
附
加
稔
の

や
う
に
見
を

』
、

例
之
、
或
地
方
團
艦

の
全
艦
に
亘

っ
て
課
ぜ
ら
る
ε
い
ふ
の
で
ば
な
く
、

一
定
地
織

の
者
に
の
か
課
ぜ
ら
る
ろ
こ
ご
に
な

ろ
。
ピ
リ

ン
ス
キ
が
、

分
櫓
金
に
目
的
種
で
ば
な

い
。
何

こ
な
れ
ば
此
義
務

が
凡
べ
て
の
櫓
税
者
々
税
す

み
の
で
な
く
、
山早
に
或
人
文
に
或
階
級

為
税
す
る
か
ら
ξ
い
ふ

助

の
も
亦
、
之
な
見
て
居

ろ
の
で
あ
る
。

(註

一
=

ビ
ル
ン
バ
ウ
ム
に
依

る
`
、
ブ

レ
メ

ン
で
に
、
手
数
料
及
分
櫓
金
的
の
租
税
が
麟
明

、
水

、
下
水
税
の
形

ド
て
取
ら
れ

る
。
そ
し
て
其

・
が
地
虫

、
雇
主

、
借
屋
人

に
課
ゼ
ら
れ

、
例
之
。
照
明
税

ば
鋪
石
視
た
含

め
て
、
家
屋
税
義
務

め
ろ
屋
圭
に
家
腿
脆
偵
碓
の
千
分
の

一
牛
.
地
租

義
務
あ
ろ
地
主
に
純
収
益
の
百
分

の
三
、
借
展
人
に
廃
貨

の
百
分
の
五
、
二
、
旭
課
し
、
下
灘
小
視

11
家
屋
税

義
務
者

に
家
風
税
但
億
の
千
分
の
四

、

.

地
租
義
務
者

に
純
攻
蓋

の
百
分

一
.
借
屋
人
に
憾
賃

の

一
萬
分
の
三
七
牛
た
課
し

、
永
槍
へ
水

の
使
用
量

で
な
く
て
、
右
ご
均
し
く
家
屋
税
偵
徳

9)

11り

11}

直2)
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地

租

慣
値

反

に
屋

.貰

ド
よ
リ

課

ぜ
ら

る
㌧
。

凪註

=

一)

註

一
〇

、

}
一
-
参

照
.

Lレ

爾

ほ

シ
ェ
フ

レ
!
は
分
櫓
金
が

廉
く
或
組
硫
資
本

に
從

ふ
て
課
ぜ
ら
る
＼
場
合

あ
7ー
ピ
馬
す
。

助

(註

=
5

堤
防
・
墓
地
費

の
如

き
ド
は
此
距
離
温
問
題
に
な
る
。

.

恥

A
註

一
四
)

水
害
豫
防

の
堤
防
に
關
す

る
ε
、
土
地

の
高
さ
も
が
問
題

に
な
ろ
。

(
駐

[
五

)

尤

も
溢
路

に
つ
き
斯

か
ろ
距
離
祉
考
慮
す
る
の
も

房

法
で
は
め
る
。
實
例
も
な
い
課
で
な

い
。

ノ
イ

マ
ン
に
佼

る
電
、
曹
國

の
夫

七
二
年

の
那
條
例

で
に
、
皿退
路
分
梅
…金
が
當
該
道
路
よ
り
貫

か
れ
た
る
地
方
F
て
、
其
溢
路
ま
ゆ
恐
ら
く
に
引
か
る
べ
き
利
益

の
標
雌
に
二
り
土

地
の
所
有
者
に
課

ぜ
ら
れ
・
此
道
路

に
隣
接
ぜ

ろ
所
肩
者
が
其

一
暦
人
な
る
利
益
の
薦
め
に
、
蓮
例
最
高
額
な
、
次
ぎ
に
位
し
少
し
C
利
す
ろ
も

の

の
が
少
き
額
々
、

一
尉
晶躍
れ

る
も
の
が

=
贋
小
な

み
観
心
糖
岬ふ
ぺ
春
も
の
ご
な

る
`
い
ふ
p

ラ
　

二

費

用

及

利

益

の

連

絡
.
.
.

`

(
)A

賦
課
全
額
の
最
高
限
i

借
て
右
各

別
に
説
明
せ
ら
れ
☆
る
両
元
素
を
如
何
に
結
付
け
て
、
夫

の
課
額
を
定

.

卸

お

ヨ

く

穿

か
蕊

ふ
の
に
・
,先
づ
指
定
・
れ
た
至

宝
襲

用
が
、
特
別
課
徴

の
全
課
額

の

一
の
最
高
麗

な
・
。
課

業

雛

額

の
総
計
が
比
量

・
な
っ
て
は
な
ら
・
・
そ
し
て
他
方
・
は
・
利
益

・
総
計
も
が
書

勝

・
・
。
、
實
際
的
利
.

α。
釦
舘

a
O

乱
曲

乱

.

盆
の
合
計
が
此
最
高
限
に
な
る
。
で
前

の
費
用
に
依
り
て
示
さ
る
、
最
高
限
ε
、
利
益
に
よ
り
て
示
さ
る
玉
最
高

a
a

乱
曲

臥

、

覧

諸

職

限
ε
何
れ
か
小
・
方
が
其
場
合
々
々
の
實
際
。
書

限
。
。
る
べ
・
。
あ
る
。
特
別
受
益
霞

其
。
特
。
肇

る

藩

㎜
㎜

　
お

利
益

だ
け
は
特

別
課
徴

に
よ
か

て
出

さ
な
け
れ
ば

な
ら

ぬ
が
、
其
實
際

利
盆

の
合
計

が
特

別
受
益
者

に
指

定

さ
れ

H
翫
晩
恥
M

ラ
ラ
ラ
ラ
ラ

渡
る
費
用

額
を
充

た
す

に
足
ら

ざ
る
場

合
に
は
、
彼
等

は

利
益

に
.謝

す

る
蜀
償

惑

へ
拙

へ
ば
、
共

以
上

彿

ふ
に
及

13
14
15
16
17

論

説

特
別
課
徴
の
課
額
の
決
定

第
九
巻

(第
五
號

九
}

六
二
三

L



...

り

論

説

特
瑚
課
徴
の
課
額
の
決
定

.
第
九
巻

(第
五
號

【
O
)

六
二
四

ぱ

ぬ
。
此
場
合
、
利
益
め
合
計

の
方
が
實
際

の
.最
高
限
に
な
る
。
斯
ぐ
て
特
別
課
徴
梶
よ
り
充
足
さ
れ
ざ
る
分
は
臨

政

府
に
て
公
共
蘭
質
憺

ε
し
て
引
受
く
み
外
は
な

い
⑩
此
は
斯

の
如
き
特
別
的
負
据

の
性
質
上
巳
む
を
得

ぬ
。
其

.

れ
で
更
に
此
場
合
、
各
人
の
負
推

の
割
合
も
勿
論
、
其
人
〃
々
の
其

々
の
實
際
的
利
益
に
慮

じ
て
、
む
し
ろ
其
々

.

の
實
際
的
利
益
を
吐
き
出
す
ご
ε
に
な
る
。
而
し
て
特
別
利
益

の
合
計
が
夫

の
費
用

の
招
定
額
を
超
過
す
る
場
合

に
は
又
、
特
別
受
猛
者
が
此
指

定
費
用
額
を
超
え
て
沸
ふ
に
は
及
ば
な
い
。
共
謀
額

の
合
計
が
指
定
費
用
額

に
達

ず
れ
ば
足

る
。
其
程
度
に
て
捲

え
ぱ
良

い
。
此
場
合
に
は
費
用
の
方
が
實
際

の
最
高
限
に
よ

っ
て
、
・
利
益
ぼ
軍
に

特

別
受
益
者
の
間

の
配
當
の
標
準
に
な
る
に
止
ま
る
。
被
等
は
夫
の
最
高
限
内
に
て
、
實
際
利
益
に
割
合
ひ
て
負

.

婚
す

る
こ
ご
に
な

る
。
尤
も
實
際
的
利
益

の
明
か
で
な
く
、
推
定
的
利
益

に
依
る
の
外
な
き
場
合
に
は
、
指
定
費

用
額
を
以
て
推
定
利
益

の
全
額

ご
見

る
の
外
な
く
、
随
て
指
定
費
用
粗
を
、
各
員

に
推
定
利
益

の
標
準
に
依
り
割

嘗

て
る
こ
ε
に
な
ゐ
。

.

.

・

,

B
各
箇

の
賦
課
額
1

で
何
れ
に
し
て
も
、
特
別
受
益
者
の
間

の
分
配
は
實
際
利
益
共
起
の
に
依

る
か
、
又
断

少
く
ε
も
實
隠
文
は
推
定
的
利
益
標
準
に
從

っ
て
割
當

つ
る
こ
ε
に
依

っ
て
行
は
る

、
。

一

ρ

第
二
段

特
別
課
徴
課
額
決
定
の
實
際
上
の
鷹
用

右

の
如
く
特
別
課
徴
は
利
金
の
度
に
慮
じ
、
而
か
も
其
総
額
は
利
金

の
合
計
額
井

に
指
定
費
用
額
を
超
ゆ
る
こ
遣

へ

・



扱
き
を
要
す

る
も

の
で
あ
る
が
、
今
之
を
蟹
隈
に
慮
用
し
て
、
其
通
用
例
を
示
さ
う
&
思
ふ
。
其
に

つ
き
最
多
く

起
り
摩
る
所

の
道
路
を
取

っ
て
来

る
。
併
し
其
が
建
設
及
横
張
費

ご
維
持
修
繕
費

ざ
で
多
少
事
情
の
異

る
を
以
て

之
を
別
け
て
読
か
う
虚
思
ふ
。

ラ一
道
路
の
建
設
及
振
張
費

(
)A

實
際
的
利
益

に
依
る
場
合
-

道
路

の
建
設
及
撮
張
費

の
實
際
的
利
益
を
示
す
も
の
ε
し
て
は
、
之
よ
り
生

(
す

る
滑
道
土
地
の
地
贋
の
騰
貴
を
評
定
す
る
に
如
か
な
い
。

うい
利
益

の
合
計
が
措
定
費
用
を
超
渦

す
る
場
合
-

假
り
に
(註
工
ハ
)道
路
の
建
設
に
よ
り
生
じ
賣
る

(

7

∴

・
…

・

一

道

路

7

7

・
.

[

σ

の

地

債

上

騰

…

・
・

ρ

の

…

…

・
・:
…

…

・

6

の

…

…

…

:
…

…

〆

の

:
…

…

…

・
…

:

…

-
…

…

…

萱

千

圓

…

・
.
…

…

壷

千

圓

・…

…
.
・
…

・
千

五

百

圓

:
:
…

…

…

千

五

百

圓

6

の

・
…

…

…

:

:
i…

…

…

～

の

…

…

…

…

:
.
…

…

:

8

の

・
…

…

…

…

:
:

・
…

:

合

計

…

・…

登

千

圓

:
…

・
.萱

千

圓

:
…

:
塾

千

圓

萱

萬

圓

&
し
、
道
路

の
建
設
費

八
千
圓

ε
す

れ
ば
、
そ
し
.て
此

道

路
が

大
都

市

の
目
貫

の
庭

に
當

り

一
般
人

の
利
用
頗

る

論

説

特
別
課
徴
の
課
額
の
決
定

第
九
巻

(第
五
號

一
一
V

六
二
五,

覧

.
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『

論

哉

籍

課
徴
の
課
額
の
決
定

第
九
巻

(第
五
號

=
[)

宍
二
六
.

大
ε
す
れ
ば
、
第

一
段
に
説
け

る
所
に
從
.ひ
、
此
費
用
中

の
四
千
圓
を
公
共
全
艦
に
て
負

ひ
、
他

の
四
千
圓
を
右

の
沿
道
地
主
に
配
當
す
べ
き
で
あ
る
。
然

る
ピ
き
は
各
地
片
の
特
別
課
徴
課
額
は

鴨 、 馬 賊 ら 昏 輿
〕P))))))〔註

=

(
〕

§

。
・
キ

ー-

ミ、
「ここここ

甫
O
O

・
キ

ー

§

・
ホ

ー

①
。
。

、×
隊

"

8
0

H
O

x
L
「

口

吟
o
o

;

・
十

一

§

x
卜

11

這
O
O

H

O

・

合

O
O
.

此

に
私
の
摯

ぐ
る
計
算
方
法
に
す
ー
デ

ン
キ
ル

ヘ
ン
の
行

っ
た
の
ピ
大

髄
同
遣
方
で
あ
ろ
。
た
父
彼
の
計
算
で
に
特
別
受
益
者

の
貢

ふ

,へ
音

も
の

な
全
襲

用

の

五
分
四

ご
見
跳憤
っ
て
居

ろ

ピ

い
ふ
相
違

が

あ

ろ
。

うろ
利
益

の
合
計
が
指
定
費
用
又
は
其
以
内
な
る
場
合
-

假
り
に
沿
道
地
主

の
受
く
る
利
益
が
前
ヒ
同
ご
し

で

、
道
路
費
用
二
萬
圓
叉
は
其
以
上
の
場
合
に
は
、
其
費
用
の
牟
分
が
指
定
費
用
ε
い
ふ
ご
巳
に
よ
り
、
其
は

一

萬
圓
又
は
其
以
上
(例
之

一
萬
五
千
圓
)
芝
な

る
。
此
場
合
に
は
特
別
課
徴
額
は
寳
際
射
利
盆
だ
け
ざ
い
ふ
こ
ε
に

18}OdePkirchen,a.a.0.S.73-78.



鴨

な

り

、

4

…

三

…

・…

…

…

・…

・
…

…

…

}

千
.

圓

∂

・…

…

・…

:

…

…

・
…

…

…

…

二

千

圓

『

.・…

…

…

・…

…

…

・:
…

…

:
千

五

百

圓

♂

・・
:
:
:
…

・…

…

…

:
…

:
…

:
千

五

百

圓

ε

い

ふ

ご

虚

に

な

る

(註

一
七

　。

(註

一
セ

)

)(

其
よ
b
も
多
く
即

ち
利
益
を
超

え
て
は
課
せ
ら
れ
菰
い
。
帥
ち
共
謀
額
は

8/6

合}.ii

計;ii

萬 千 千 千

圓 圓 圓 圓

此

取

扱
方

の
趣

意

に

オ
ー

デ

ン
キ

ル

ヘ
ン
に
倣

ふ
。

B
推
定
的
利
益

に
依

る
場
合
-

假
り
に
間
口
に
依
り
て
分
配
す
る
ε
す
れ
ば
、
夫

の
指
定
費
用
を
蠢
く
機
械

的
に
者
地
片

の
間
口
の
長
さ
に
惹
じ
て
割
當
て
る
ご
ざ
に
な
る
。
全
く
簡
輩
で
例
示

の
必
要
は
な
か
ら
う
。

ラ二
道
踏

の
維
持
叉
は
修
繕
費

(

.

此
方
は
前

の
建
設
及
振
張
費

の
如
く
、
土
地
贋
格

の
上
縢
…の
割
合
&
い
ふ
が
如
き
も

の
で
費
用
を
分
配
す
る
こ
ご

は
出
來
悪
い
。
=此
場
合
に
其
を
見
積

る
こ
虚
は
出
家
難

い
。
勿
論
此

に
も
費
用

の
全
部
を
特
別
受
益
者
に
負
は
す
.

.

べ
き
で
は
な
く
、
矢
張
り
其

一
定
部

の
み
で
あ
り
、
其
度
合
は
前

ε
同
標
準
に
依

る
の
外
な
し
ご
し
て
、
倦

て
其

を
各
利
益
に
慮
じ
て
分
配
す
る
方
法
が
六

つ
か
し
い
。
其
は
結
局
右
の
指
定
費
用
を
推
定
的
利
益

の
標
準
に
よ
り

分
配
す
る
外
な
く
、
其

の
標
準
ぜ
し
て
は
、
間

口
か
、
面
積

か
、
地
憤
か
(牧
盆
か
)
ご
い
ふ
こ
ε
に
な
る
が
、
此

中
で
は
間

口
に
依
る
の
が
最
公
孕

の
如
く
で
あ
る
。
各
地
主

の
受
く
,る
利
益
は
此
間
ロ
の
長
さ
に
恋
す

る
ε
見
て

論
.
設

特
別
課
徴
の
課
額
の
決
定
.
.
.

第
九
巻

(第
五
號

一
三
　

六
二
七
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唱

、

、

論

説

特
別
課
徴
の
課
額
の
決
定

第
九
巻

(第
五
號

一
四
》
.
六
二
入
.

頁

い
。
此

で
各
地
圭
が
公
共
を
し
て
道
路
費
を
嚢

さ
し
め
旋
割
合
が

一
層
公
季
に
現
は
る

、
し
、
此
な
れ
ば
地
債

オ
異
り
、
客
観
的
で
明
確

に
指
示
せ
ら
れ
、
争
が
起
b
得
な
い
。
叉
之
に
依
る
ε
、
其
に
依
る
負
携
が
堪
え
難
く
蹴

れ
ば
、
之
を
適
度

に
切
詰
め
る
工
夫
を
凝
ら
す
ご
ε
も
出
家
易

い
。
自
ら
適
當

な
る
負
櫓
を
生
す
る
こ
ε
に
な
る
。

地
償
に
至
て
は
之

が
測
定
が
困
難
で
あ
り
、
面
積
に
は
此
非
難
は
な

い
が
、
此
二
の
も

の
共
に
必
書
し
も
道
路
に

つ
き
公
共
に
世
話
を
掛
け
な
度
を
示
す
に
適
當
し
な

い
。
帥
ち
間
口
挾
忙
し
て
奥
行
深
く
、
.面
積
又
は
地
便
の
高

い
も

の
が
、
間
口
廣
く
併
し
面
積
狭
く
地
贋
低
き
も

の
よ
り
も

一
層
大
に
、
公
共
よ
り
道
路
に
付
利
益
を
受

け
た

痩
は
い

へ
な
い
。
且

つ
や
面
積
又
は
地
償
に
依
る
場
合
に
は
、
地
主
が
質
権
に
若
し
む
か
ら
8
込
ふ
て
其
土
地
を

切
詰
め
る
こ
酋
の
難

い
ε
い
ふ
ご
ε
も
が
あ

る
。

で
矢
張
り
間

口
に
依

る
の
が
最
適
當
で
あ

る
。
尤
も
此
事
は
道

路
に
つ
き
修
繕
費
叉
は
維
持
費
に
は
當
る
が
、
建
設
又
は
振
張
費

の
方
は
必
参
し
も
同
様
に
.は

い
へ
菰
い
。
此
に

て
は
む
し
ろ
地
償
の
騰
貴
度

の
如
き
實
際
的
利
益

の
標
準

が
得
ら
れ

る
し
、
推
定
的
利
益
標
準
志
し
て
も
、
」間
口

よ
り
は
面
積
叉
は
地
債
の
方

が
共
道
路

の
建
設
に
よ
り
受
く
る
利
益

の
度
合
を

一
層
良
く
表
は
す
ε
も

い
へ
る
。

建
設
の
場
合
に
は
道
路
が
或
土
地
を
し
て
随
分
奇
な
る
形
を
成

さ
し
む
る
が
如
く
に
貫
通
す
る
こ
ご
に
依

っ
て
、

間
口
は
廣
く
て
も
受
く
る
所

の
債
値
が
さ
う
大
く
な
い
こ
ご
が
あ
り
得
る
。
で
矢
張
り
此
場
合
に
は
面
積
か
地
償

に
依

つ
沁
方
が

書
眉
公
季

の
や
う
で
あ
る
。

・


